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第 1章  総則

(趣 旨 )

第 1条  この規程 は、国立大学法人茨城 大学就業 規則 (平 成 16年 規則 第 8号 )第 47条 第 2

項の規 定に基づ き、国立大学 法人 茨城 大学 (以 下 「大学」 とい う。 )に 勤務 す る教職員

の育児休業及 び 育児部分休業 (以 下 「育児休業 等 」 とい う。 )に 関 し、必要 な事項 を定

め る。

(法令 との関係 )

第 2条  育児休業等 に関 しては、 「育児休業 、介護休業 等育児 又 は家族介護 を行 う労働者

の福祉 に関す る法律 」 (平 成 3年 法律 第 76号 。 以下 「育児・ 介護休 業法」 とい う。 )等

の法令 に定 める もののほか、 この規程 の定 め る ところに よる。

第 2章  育児体業

(育 児休業 )

第 3条  育児 のために休業す るこ とを希望す る教職員 であつて、 3歳 に満 た ない子 と同居

し、養 育す る者 は、 この規程 の定 め る ところに よ り育児休 業 をす るこ とが で きる。 ただ

し、育児休 業 を した こ とが あ る教職員 は、次 の各 号 に掲 げ る場合 を除 き、当該育児休 業

を開始 した 日に養 育 していた子 につ いて育児休業 をす る こ とが できない。

(1)第 9条 第 1項 第 2号 又 は第 4号 に該 当 して育児休 業 が終 了 した後 、 当該産 前産後 の

特別休暇又 は育児休業 に係 る子 が死 亡 し、又 は養 子縁組 等 に よ り教職員 と別 居す る こ

ととなった とき。

(2)第 9条 第 1項第 3号 に該 当 して育児休 業が終 了 した後 、 当該休職 又は停職 が終 了 し

た とき。

(3)育 児休 業 の請求 の際両親 が育児休業 等 に よ り子 を養 育す るた めの計画 につ いて育児

休業 計画書 に よ り学長に 申 し出た教職員 が 当該請 求 に係 る育児休業 を し、当該 育児休

業 の終 了後 、 当該職員 の配偶者 (当 該 子 の親 であ るものに限 る。 以下 、同 じ。 )が 3

月以 上の期 間 にわた り当該子 を常態 と して養 育 した とき (こ の号の規 定 に該 当 した こ

とに よ り当該子 について既 に育児休 業 を した こ とがあ る場合 を除 く。 )。

(4)配 偶者 が負 傷又 は疾病 に よ り入 院 した こ と、配偶者 と別居 した こ とその他 育児休 業

の終 了時 に予測す るこ とがで きなか った事 実が生 じた こ とに よ り当該育児休 業 に係 る

子 につ いて再度 の育児休 業 を しな けれ ばその養 育 に著 しい支障 が生 じる とき。

(適 用 除外者 )

第 4条  前条 の規定 にかかわ らず 、次 の各号 のいずれ か に該 当す る教職員 は、育児休業 を
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す る こ とができない。

(1)期 間 を定 めて雇 用 され る者

(2)労 使 協定の定 め る ところに よ り、育児休 業 の対象者 か ら除外す るこ ととされ た者

(育 児休業 の 申出 )

第 5条  育児休業 を希望 す る教職員 は、育児休業 を開始 しよ うとす る 日 (以 下 「休業 開始

予定 日」 とい う。 )の 1月 前 までに、育児休業 申出書 を学長へ提 出 しなけれ ばな らない。

2 学長 は、育児休業 申出書 を提 出す る教職員 に対 し、必要 と認 め る証明書等 の提 出を求

め るこ とが で きる。

3 学長 は、育児休業 申出書 を提 出 した教職 員 (以 下 「申出者」 とい う。 )に 対 し、育児

休業 取扱 通知書 を交付す る。

(育 児休 業 の 申出の撤 回等 )

第 6条  申出者 は、休業 開始予 定 日の前 日までに育児休 業撤 回届 を学長へ提 出す る こ とに

よ り、育児休業 の 申出 を撤 回す る こ とがで きる。

2 育児休 業の 申出 を撤 回 した教職 員 は 、次 の各号の いずれ かに該 当す る場合 に限 り、 当

該子 につ いて再度 育児休 業 を申 し出 る こ とがで き る。

(1)配偶者が死亡したとき。

(2)配 偶者 が負傷 、疾病 又 は身 体 上若 しくは精神 上 の障害 に よ り育児休 業 申出に係 る子

を養 育す る こ とが 困難 な状態 に なつた とき。

(3)婚 姻 の解 消その他 の事情 に よ り配偶者 が育児休 業 申出に係 る子 と同居 しない こ とに

な つた とき。

3 休 業 開始予 定 日の前 日までに、子 の死 亡等 に よ り申出者 が休業 申出に係 る子 を養 育 し

ない こ ととなつた場合 は、育児休 業の 申出は され なか った もの とみ なす。 この場合 にお

いて、 申出者 は 、速や かにそ の 旨を学長 へ 申 し出なけれ ば な らない。

(育 児休業の期 間等 )

第 7条  育児休業 の期 間 は、子 が 3歳 に達す る 日まで を限度 と して育児休業 申出書 に記 載

され た期 間 とす る。

2 学長 は、前項 の規定 にかか わ らず 、教職 員 が休業 開始予 定 日の 1月 前 までに育児休 業

申出書 を提 出 しなか った ときは、育児介護 休業法第 6条 第 3項 の規定 に基づ き、休 業 開

始予 定 日の指 定 を行 うこ とがで きる。

3 申出者 は、次の各号 のいずれ かに該 当す る ときは 、休 業 開始予定 日の 1週 間前 までに

育児休業期 間変更 申出書 を学 長へ提 出す る こ とに よ り、 1回 に限 り休 業開始予定 日を繰

り上 げる こ とがで き る。

(1)出 産予 定 日前 に子 を出産 した とき。

(2)配 偶者 が死 亡 した とき。

(3)負 傷 又 は疾病 に よ り、配偶者 が 当該子 を養 育 で きな くなった とき。

(4)配 偶者 が 当該子 と同居 しな くな つた とき。

(5)そ の他 学長 が認 めた とき。
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4 申出者は 、育児休業 を終 了 しよ うとす る 日 (以 下 「休 業終 了予定 日Jと い う。 )の 1

月前 までに育児休業期 間変 更 申出書 を学長へ提 出す る こ とに よ り、 1回 に限 り休業終 了

予定 日を繰 り下 げることがで きる。 ただ し、配偶者が負傷 又は疾病 に よ り入院 した こ と、

配偶者 ど別 居 した こ とその他 育児 休業終 了予定 日を繰 り下 げた ときに予測す るこ とが 困

難 な事実 が生 じた こ とに よ り、 当該育児休業 に係 わ る子 につ いて休業終 了予 定 日を再度

繰 り下 げ な けれ ばその養育 に著 しい支障 が生 じる場合 は 、 この限 りで ない。

(育 児休 業期 間 中の身分 等 )

第 8条  教職員は、育児休業期間中も教職員 としての身分 を保有す るが、職務 に従事 しない。

2 育児休 業期 間 中の教職 員 は、賃金 の支給 を受 けない。

(育 児休 業 の終 了 )

第 9条  育児休業 は、次 の各号 の いずれ か に該 当す る ときは、終 了す る。

(1)子 が死 亡 した とき、教職員 が育児休業 に係 る子 を養 育 しな くなった ときその他 育児

休 業 をす る必要 が な くなつた とき。

(2)教 職 員 が産前産後 の特 別体 暇 を取得 した とき。

(3)教 職員 が休職 又は停職 の処分 を受 けた とき。

(4)育 児休業期間 中の教職員 が 当該 育児休 業 に係 わ る子 以外 の子 に係 わ る育児休業 を開

始 した とき。

2 申出者 は、前項 第 1号 に規 定す る事 由が生 じた ときは、速 や かに学長へ 届 け出 な けれ

ばな らない

(育 児 休業 終 了後 の賃金 )

第 10条  育児休業 を した教職 員 が業務 に復 帰 した ときは 、そ の業務 に復 帰 した 日又 はそ

の 日か ら 1年 以 内の昇給 の時期 に、昇給 の場合 に準 じてその者 の俸給 月額 を調整 し、又

は当該期 間 の範 囲 内でその業務 に復 帰す るに至 つた 日の翌 日以後 の最 初の昇給 に係 わ る

昇給期 間 を短縮 す る ことがで き る。

2 前項 の規定 に よ り俸給月額 を調 整 され た者 の うちそ の調 整 に際 して余剰 の期 間 を生ず

る者 につ い ては、 当該余剰 の期 間 に相 当す る期 間の範 囲 内で、そ の者 の同項 の規 定 に よ

る調整 後 の最初 の昇給 に係 わ る昇給期 間 を短縮す る こ とがで きる。

(育 児休業終了後 の勤務 )

第 11条  育児休 業終 了後 の勤務 は 、原則 と して休業 直前 の職 務 とす る。

(不 利 益取扱 の禁止 )

第 12条  教職員 は、育児休業 を理 由 と していかなる不利 益 も受 けない。

第 3章  育児部分休業

(育 児部分休業 )

第 13条  育児 のために 1日 の勤務 時 間 の一部 につ いて勤務 しない こ とを希望す る教職 員

であって、 3歳 に満 たない子 と同居 し、養 育す る者 は、 この規 程 の定め る ところに よ り

育児 部分休業 をす る こ とが で き る。

(適 用 除外者 )
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第 14条  育 児 部分休 業 の適用除外者 につ いて は、第 4条 の規 定 を準用す る。

(1日 の育児部分休 業時間 )

第 15条  育児部分休 業 は、所定勤務 時 間 の始 め又 は終 わ りにお いて、 1日 を通 じて 2時

間 (育 児 の ための特別休暇 を取得 した者 につ いては、 2時間 か ら当該特別 休暇 の時間 を

減 じた時 間 )を 超 えな い範 囲 で、職員 の託児 の態様 、通勤 の状況 等か ら必 要 とされ る時

間 とす る。

2 育児部分休業 は、30分 を単位 として取 り扱 う。

(育 児部 分休 業 の 申出 )

第 16条  育児 部分休 業 の 申出の手続 につ い て は、第 5条 を準用す る。

(育 児部分休業 の 申出の撤 回等 )

第 17条  育児部分 休業 の請求 の撤 回等 につ い ては、第 6条 を準用す る。

(育 児 部分休業 の期 間等 )

第 18条  育児部分 体 業 の期 間等 につ いて は、第 7条 を準用す る。

(育 児部分休 業期 間 中の賃金 )

第 19条  育児部分休 業 中の賃金 は、そ の勤務 しない 1時 間 につ き、別 に定 め る 「国立大

学法人茨城 大学教職員給 与規程 」第 7条 に規定す る勤務 1時間当た りの給与額 を減 じる。

(育 児部 分休 業 の終 了 )

第 20条  育児部分休 業 の終 了につ いては 、第 9条 の規定 を準用す る。

(不 利益取扱 の禁 止 )

第 19条  育児部分休 業 の不利益取扱 の禁 上 につ いては、第 12条 の規定 を準用す る。

附 則

1 この規程 は、平成 16年 4月 1日 か ら施 行す る。

2 この規程 の施行 の 日の前 日にお い て、 「人 事院規則 19-0(職 員 の育児休 業等 )」 の

規定 に よる認 定 を受 けている者 で、引 き続 き大学成 立の 日に教職員 となった場合 は、育

児休業 等の認 定が あ った もの とみ なす。

附 則

この規程 は、平成 16年 6月 30日 か ら施行 し、平成 16年 4月 1日 か ら適用す る。

附 則

この規程 は、平成 16年 8月 4日 か ら施行 し、平成 16年 4月 1日 か ら適用す る。

附 則

この規程 は、平成 18年 4月 1日 か ら施行 す る。
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